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学校徴収金等にかかる口座登録について 
 

日頃より江戸川区の教育にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 

本区ではこれまで、学校徴収金の口座振替については、保護者の皆さまには各学校の指

定する特定の信用金庫等の口座開設をお願いしており、ご不便をおかけしておりました。 

そこで、本区では皆さまの利便性向上等のため、新たなシステムの導入を決定いたしま

した。これにより、令和 8 年度以降は取扱可能金融機関の中から任意の金融機関の口座を

登録できるようになります。 

つきましては、下記により令和 8 年度以降の口座振替について、Web での登録手続きを

お願いいたします。 

 

すでに学校指定の金融機関口座を開設しておられる保護者の皆さまにおかれましては、

お手間をおかけすることになりますが、何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 
 

記 
 

１ 対 象  現小学校１年生から 5年生、および、現中学校 1・2年生 

       ※兄弟姉妹がいる場合、それぞれのお子様について登録をお願いします 
 

２ 手 続  別紙「Web口座振替受付サービスのご案内」参照 

※ログインは 2月 1日以降に可能となります 
 

３ 登録期限 令和 8年 2月 28日 
 

４ 変更点  学校ごとに指定されている金融機関から、取扱可能金融機関の中よりご自

身のご都合に合わせた金融機関の口座を登録できます。 

       取扱可能金融機関につきましては「Web口座振替受付サービスのご案内」

の 2次元コードからご確認いただくことができます。 

       ※現在の学校徴収金口座を使用する場合も改めて登録が必要です。 
 

５ その他  Webでの口座登録が難しい方は、紙の登録依頼書をお渡しいたしますの

で、2月 1日以降、在籍校にお問い合わせください。 

       なお、現在使用中の学校徴収金口座につきましては、今年度の精算返金処

理等が完了するまで解約されませんようお願いいたします。 

 

 

 
【お問い合わせ先】 

 江戸川区教育委員会事務局 

学務課学事係 山﨑・加藤 

TEL：03-5662-1624 

 


